
１　本人による申請の場合、次の２つを確認します。

　次のいずれかで確認します。 　次のいずれかで確認します。

　①　個人番号カード 　①　個人番号カード 　④　左記の確認できるものがない場合（２つ以上で確認します。）

　②　個人番号通知カード 　ア

　④　上記での確認が困難な場合

　　　ア　住民基本台帳の確認（市職員）

２　代理人による申請の場合、次の３つを確認します。

　①　法定代理人 その資格を証明する書類 　次のいずれかで確認します。 　次のいずれかで確認します。

　①　個人番号カード

　②　個人番号通知カード

　②　任意代理人 委任状（様式は自由）

　③　上記での確認が困難な場合

　④　上記での確認が困難な場合

　　　ア　住民基本台帳の確認（市職員）

　③　上記の確認できるものがない場合（２つ以上で確認します。）

１．本人の番号確認 ２．本人の身元確認

（戸籍謄本、その他その資格を証明す
る書類）

　③　個人番号が記載された住民票の写し
　　　・住民票記載事項証明書

　　　イ　過去に本人確認の上、個人番号の提供を受けている場合
        には、その書類等の確認（市職員）

３．本人の番号確認（申請の対象者）２．代理人の身元確認１．代理権の確認

（成年後見人・未成年
者の親権者 等） 　①　代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポート、

　　身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳、
　　等

　　　イ　その他官公署から発行された書類で、氏名・生年月日又は
　　　　住所が記載されているもの（本人宛の決定通知書等も可）

　　　イ　過去に本人確認の上、個人番号の提供を受けている
　　　　場合には、その書類等の確認（市職員）

　　  ウ  官公署から発行された書類で、個人番号、氏名・生年
　　　　月日又は住所が記載されているもの　　ア　健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別

　　　児童扶養手当証書、等

　　イ　その他官公署から発行された書類で、氏名・生年月
　　　日又は住所が記載されているもの（代理人宛の通知書
　　　等も可）

　　法人の場合は、登記事項証明書その他の官公署から
　発行された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当
　該法人との関係を証する書類等で、商号又は名称、本
　店又は主たる事務所の所在地が記載されているもの

  　・【受給者証】
　　　障害福祉サービス受給者証、児童通所受給者証、重度心身
　　障害者医療費受給資格者証、自立支援医療費受給者証（更
　　生医療・育成医療・精神通院）、等

　　・【証書類】
　  　年金証書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手
　　当証書、等

　　　その他官公署から発行された書類で、氏名・生年月日又は住
　　所が記載されているもの（本人宛の決定通知書等も可）

　　  ウ  官公署から発行された書類で、個人番号、氏名・生年月日
        又は住所が記載されているもの

　　　・【証書類】
　　　　年金証書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手
　　　当証書、等

　　　・【受給者証】
　　　　障害福祉サービス受給者証、児童通所受給者証、重度心身
　　　障害者医療費受給資格者証、自立支援医療費受給者証（更
　　　生医療・育成医療・精神通院）、等

　　官公署から本人に対し１つ限り発行された書類

　　・【保険証】
　　　健康保険証、負担限度額認定証、介護保険被保険者証、等

　　　・【保険証】
　　　　健康保険証、負担限度額認定証、介護保険被保険者証、等

　③　官公署から発行された書類等で、顔写真が表示され、
　　氏名・生年月日又は住所が記載されているもの

　②　運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障
    害者保健福祉手帳、療育手帳、等

　③　個人番号が記載された住民票の写し
　　　・住民票記載事項証明書　②　官公署から発行された書類等で、顔写真が表示され、

　　氏名・生年月日又は住所が記載されているもの

総合福祉課での申請の手続きに個人番号が必要となります。 

 平成２８年１月から、番号法に基づき福祉分野の各種申請の際には原則として個人番号（申請書への記載）が必要となり、併せて番号確認等が義務付けられました。それに伴い申請時に、以下のとおり

確認する必要がありますので、確認に必要なものの提示をお願いします。 



３　本人及び代理人以外による申請の場合

　①　代理権の授与が困難な者に代わって申請等を行う場合

　個人番号を記載せず、申請書を提出。

　②　郵送又は提出のみ（代理権のない使者）の場合

　次のいずれかで確認します。 　次のいずれかを同封してください。

　ア　個人番号カードの写し 　ア　個人番号カードの写し

　イ　個人番号通知カードの写し 　イ　運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の写し

　ウ　個人番号が記載された住民票の写し等

玉名市役所　総合福祉課

※この場合、本人の代わりに提出者（使者）が申請書等に個人番号を
記載することはできません。

①　本人の番号確認 ②本人の身元確認

○個人番号が他者や提出者（使者）に見えないように封筒等に入れて
提出する。

　ウ　官公署から発行された書類で、写真表示・氏名・生年月日
　　又は住所が記載のあるものの写し

（本人が障がい・疾病等により意思表示ができず、代理権の授与が困
難な場合）

○本人の個人番号及び身元の確認ができる書類の写しを同封する。


